
2016年 ５⽉試験
ファイナンシャル・プランニング技能検定

３級 個 ⼈

実施⽇① ◆     年  ⽉  ⽇

実施⽇② ◆     年  ⽉  ⽇

実施⽇③ ◆     年  ⽉  ⽇

試験時間 ◆ 60分

FP ３級 個⼈

資産相談業務

１．受検する科⽬の問題⽤紙と解答⽤紙が正しく配付されているかどうかを確認し、誤った⽤
紙が配付されている場合は挙⼿してください。「問題⽤紙左上部の科⽬の略称」と「解答
⽤紙左上部の科⽬の略称」の⼀致を確認してください。

２．本試験の出題形式は、三答択⼀式５題（15問）です。
３．筆記⽤具、計算機（プログラム電卓等を除く）の持込みが認められています。
４．試験問題については、特に指⽰のない限り、法令基準⽇（１⽉・５⽉試験は前年10⽉1⽇、
９⽉試験はその年の４⽉１⽇）現在において施⾏の法令等に基づいて解答してください。
なお、東⽇本⼤震災の被災者等に対する各種特例等については考慮しないものとします。

５．試験時間中は、乱丁・落丁、印刷不鮮明に関する質問以外はお受けできません。
６．不正⾏為があったときは、すべての解答が無効になります。
７．解答⽤紙の注意事項を必ずお読みください。
８．その他、試験監督者の指⽰に従ってください。
９．途中退出はできません。

★ 注 意 ★



【第１問】 次の設例に基づいて、下記の各問（《問1》〜《問3》）に答えなさい。
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 X社に勤務するAさん（50歳）は、妻Bさん（51歳）および⻑⼥Cさん（19歳）との３⼈暮ら

しである。Aさんは、50歳になったことを機に⾃分と家族の将来について具体的に考えるよう

になった。Aさんは、60歳でX社を定年退職する予定であり、退職した後の⽼後の資⾦を準備す

る⽅法について知りたいと思っている。また、⻑⼥Cさんが今年20歳になり、国⺠年⾦への加

⼊義務が⽣じることになるため、Aさんは、国⺠年⾦についても知りたいと考えている。そこ

で、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

 Aさんおよびその家族に関する資料は、以下のとおりである。

〈Aさんおよびその家族に関する資料〉

《設 例》

Aさん（会社員）

⽣年⽉⽇：1965年11⽉23⽇

厚⽣年⾦保険、全国健康保険協会管掌健康保険、雇⽤保険に加⼊している。

(1)

妻Bさん（専業主婦）

⽣年⽉⽇：1965年３⽉31⽇

⾼校卒業後から25歳でAさんと結婚するまでは厚⽣年⾦保険に加⼊。結婚後は第３号被保険

者として国⺠年⾦に加⼊している。

(2)

⻑⼥Cさん（⼤学⽣）

⽣年⽉⽇：1996年７⽉8⽇

(3)

妻Bさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、⽣計維持関係にあるものとす

る。

※

Aさん、妻Bさんおよび⻑⼥Cさんは、現在および将来においても、公的年⾦制度における障

害等級に該当する障害の状態にないものとする。

※

上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。※



《問１》 Mさんは、⻑⼥Cさんの国⺠年⾦への加⼊について説明した。Mさんが、Aさんに対して
説明した以下の⽂章の空欄①〜③に⼊る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれ
か。

 「⻑⼥Cさんは、原則として、20歳に達した⽇から国⺠年⾦に（ ① ）として加⼊するこ

とになり、国⺠年⾦の保険料の納付が義務づけられます。ただし、⼤学⽣である⻑⼥Cさんに

ついては、（ ② ）の所得が⼀定以下の場合には、学⽣納付特例制度を利⽤することによ

り、在学中の国⺠年⾦の保険料の納付が猶予されます。この制度を利⽤して納付が猶予された

保険料は、所定の⼿続により、（ ③ ）前まで遡って追納することができますが、保険料を

追納しなかった場合、納付が猶予された期間は、⽼齢基礎年⾦の年⾦額の計算の対象となる⽉

数には算⼊されません」

1）① 第１号被保険者  ② Aさん（世帯主）  ③ ５年

2）① 第３号被保険者  ② Aさん（世帯主）  ③ 10年

3）① 第１号被保険者  ② ⻑⼥Cさん（被保険者本⼈）  ③ 10年

《問２》 Mさんは、Aさんが60歳でX社を定年退職し、その後再就職等をしない場合におけるAさ
んの将来の公的年⾦の給付等について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最
も不適切なものはどれか。

1）「Aさんには特別⽀給の⽼齢厚⽣年⾦は⽀給されず、⽼齢基礎年⾦および⽼齢厚⽣年⾦の⽀給

開始年齢は、原則として65歳となります」

2）「Aさんが60歳到達⽇以降に⽼齢基礎年⾦および⽼齢厚⽣年⾦の繰上げ⽀給の請求をした場

合、⽼齢基礎年⾦の年⾦額は繰上げ１カ⽉当たり0.5％減額され、⽼齢厚⽣年⾦の年⾦額は繰

上げ１カ⽉当たり0.7％減額されます」

3）「Aさんには国⺠年⾦の任意未加⼊期間がありますが、定年退職後から65歳になるまでの間、

その任意未加⼊期間に相当する⽉数について、国⺠年⾦に任意加⼊して保険料を納付した場

合、⽼齢基礎年⾦の年⾦額を増額させることができます」
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《問３》 Aさんが、60歳になるまでの10年間にわたって、年利１％で複利運⽤しながら毎年200
万円を積み⽴てたうえで、この積⽴による10年後の元利合計⾦額を、60歳から５年間にわたっ
て、年利１％で複利運⽤しながら毎年均等に取り崩して受け取る場合における毎年の受取⾦額
は、次のうちどれか。なお、計算にあたっては下記の係数を⽤いることとし、〈答〉は万円未満
を四捨五⼊して万円単位とする。また、税⾦や⼿数料等は考慮しないものとする。

1）410万円

2）431万円

3）455万円
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【第２問】 次の設例に基づいて、下記の各問（《問4》〜《問6》）に答えなさい。

《問４》 Mさんは、外貨建てMMFについて説明した。Mさんが、Aさんに対して説明した以下の
⽂章の空欄①〜③に⼊る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

 「外貨建てMMFは、⾼い信⽤格付が付された（ ① ）の証券を中⼼に外貨建て資産で運⽤

する公社債投資信託です。外貨建てMMFは、外国証券取引⼝座を開設することにより購⼊する

ことができ、購⼊する際には購⼊時⼿数料が（ ② ）。また、外貨建てMMFを購⼊した場

合、その運⽤実績に応じて毎ファンド営業⽇に分配が⾏われ、その分配⾦は（ ③ ）として

所得税や住⺠税等の課税対象となります」

1）① 短期  ② かかります  ③ 配当所得

2）① 短期  ② かかりません  ③ 利⼦所得

3）① ⻑期  ② かかりません  ③ 配当所得
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 会社員のAさん（40歳）は、これまで国内債券を中⼼に資産を運⽤してきたが、今後は外貨

建て資産による運⽤も始めてみたいと思っている。Aさんは、外貨建てMMF（豪ドル建て）お

よび下記の⽶ドル建て定期預⾦を運⽤対象として検討しており、ファイナンシャル・プランナ

ーのMさんに相談することにした。

 Aさんが預⼊を検討している⽶ドル建て定期預⾦に関する資料は、以下のとおりである。

〈Aさんが預⼊を検討している⽶ドル建て定期預⾦に関する資料〉

10,000⽶ドル

１年満期

0.3％（満期時⼀括⽀払）

《設 例》

・預⼊⾦額 ：

・預⼊期間 ：

・利率（年率） ：

・預⼊時における適⽤為替レート（円／⽶ドル）：

上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと※



《問５》 Mさんは、国内の銀⾏で取り扱う外貨預⾦について説明した。MさんのAさんに対する説
明として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、為替予約は付けられていないものとする。

1）「外貨預⾦は、元本1,000万円までとその利息が預⾦保険制度による保護の対象となります」

2）「外貨預⾦に係る利⼦所得が年間20万円を超えた場合、その利⼦所得について確定申告を⾏

わなければなりません」

3）「外貨定期預⾦の満期時に為替差益を得た場合、その為替差益は雑所得として総合課税の対象

となります」

《問６》 Aさんが、《設例》の条件で、為替予約を付けずに円貨を外貨に交換して10,000⽶ドル
を外貨預⾦に預け⼊れ、満期時に円貨で受け取った場合における元利⾦の合計額として、次のう
ち最も適切なものはどれか。なお、満期時における適⽤為替レートは下記の〈資料〉のとおりと
し、税⾦は考慮しないものとする。

1）1,183,540円

2）1,193,570円

3）1,203,600円
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【第３問】 次の設例に基づいて、下記の各問（《問7》〜《問9》）に答えなさい。
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 会社員のAさん（42歳）は、妻Bさん（40歳）、⻑⼥Cさん（17歳）および⻑男Dさん（14

歳）との４⼈家族である。Aさんは2023年９⽉に住宅ローンを利⽤して新築の⼾建住宅（認定

⻑期優良住宅および認定低炭素住宅ではない）を購⼊し、同⽉中に⼊居した。

 Aさんの2023年分の収⼊等に関する資料等は、以下のとおりである。

〈Aさんの家族構成〉

会社員

専業主婦。2023年中にパートタイマーとして給与収⼊80万円を得ている。

⾼校⽣。2023年中に収⼊はない。

中学⽣。2023年中に収⼊はない。

〈Aさんの2023年分の収⼊等に関する資料〉

800万円

100万円

〈Aさんが購⼊した住宅に関する資料〉

住宅の建物および敷地を2023年９⽉に⼀括で取得し、同⽉中に⼊居し、その全部を住宅として

いる。

1,944万円

1,200万円

1,144万円

2,000万円（20年の割賦償還、2023年の年末残⾼は1,980

万円）

110㎡

100㎡

《設 例》

・Aさん ：

・妻Bさん ：

・⻑⼥Cさん：

・⻑男Dさん：

・給与収⼊の⾦額 ：

・上場株式の譲渡所得の⾦額：

・住宅（建物）の取得価額 ：

・⼟地（住宅の敷地）の取得価額：

・資⾦調達：⾃⼰資⾦ ：

・資⾦調達：銀⾏借⼊⾦ ：

・住宅（建物）の床⾯積 ：

・⼟地（住宅の敷地）の⾯積 ：

妻Bさん、⻑⼥Cさんおよび⻑男Dさんは、Aさんと同居し、⽣計を⼀にしている。※

家族は、障害者および特別障害者には該当しない。※

家族の年齢は、いずれも2023年12⽉31⽇現在のものである。※

上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。※



《問７》 住宅借⼊⾦等特別控除に関する以下の⽂章の空欄①〜③に⼊る語句の組合せとして、次
のうち最も適切なものはどれか。

 Aさんが2023年分の所得税の確定申告により、住宅借⼊⾦等特別控除の適⽤を受けた場合、

住宅借⼊⾦等特別控除の控除期間は、最⻑で（ ① ）である。また、住宅借⼊⾦等特別控除

の控除限度額は、住宅借⼊⾦の年末残⾼に（ ② ）の控除率を乗じて算出される。なお、A

さんの合計所得⾦額が（ ③ ）を超えた年分については、住宅借⼊⾦等特別控除の適⽤を受

けることができない。

1）① 10年間  ② 0.7％  ③ 2,000万円

2）① 10年間  ② 1.0％  ③ 3,000万円

3）① 13年間  ② 0.7％  ③ 2,000万円

《問８》 Aさんの2023年分の所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれ
か。

1）妻Bさんは控除対象配偶者に該当するため、Aさんは、配偶者控除（控除額38万円）の適⽤を

受けることができる。

2）⻑⼥Cさんは特定扶養親族に該当するため、Aさんは、⻑⼥Cさんについて扶養控除（控除額

63万円）の適⽤を受けることができる。

3）⻑男Dさんは⼀般の控除対象扶養親族に該当するため、Aさんは、⻑男Dさんについて扶養控

除（控除額38万円）の適⽤を受けることができる。

《問９》 Aさんの2023年分の総所得⾦額として、次のうち最も適切なものはどれか。

1）610万円

2）660万円

3）700万円
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【第４問】 次の設例に基づいて、下記の各問（《問10》〜《問12》）に答えなさい。

〈© FP3級ドットコム 無断転載を禁じます〉 －8－

 会社役員のAさん（64歳）は、Bさんから甲⼟地を購⼊して、その⼟地の上に賃貸アパート

（居住⽤）を建築し、賃貸アパートの経営を始めたいと考えている。

 AさんがBさんから購⼊を予定している甲⼟地の概要は、以下のとおりである。

〈甲⼟地の概要〉

第⼀種住居地域

60%

200%

前⾯道路幅員×4／10

なし

《設 例》

・⽤途地域 ：

・指定建ぺい率 ：

・指定容積率 ：

・前⾯道路幅員による容積率の制限：

・防⽕規制 ：

指定建ぺい率および指定容積率とは、それぞれ都市計画において定められた数値である。※

上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。※



《問10》 不動産登記に関する以下の⽂章の空欄①〜③に⼊る語句の組合せとして、次のうち最も
適切なものはどれか。

 ⼟地の購⼊にあたっては、法務局で交付される（ ① ）の記載内容を確認することによ

り、⼟地の権利関係等を調べることができる。不動産の登記記録は、「表題部」と「権利部」

により構成されており、権利関係については、「権利部」の甲区には（ ② ）に関する登記

事項、⼄区には賃借権などの（ ② ）以外の権利に関する登記事項が記録されている。な

お、（ ① ）の交付請求は（ ③ ）⾏うことができるが、その記載内容に公信⼒はないた

め、現地調査等の他の⼿段でも不動産の状況を確認することが重要である。

1）① 登記識別情報通知書  ② 所有権  ③ 所有者から許可を得た者のみ

2）① 登記事項証明書  ② 所有権  ③ 誰でも

3）① 登記事項証明書  ② 抵当権  ③ 所有者から許可を得た者のみ

《問11》 Aさんが甲⼟地を購⼊して、賃貸アパートを建築し、経営する場合の税⾦の取扱いに関
する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1）Aさんが建築する賃貸アパートを住宅として貸し付けた場合、原則として、その貸付けによる

家賃に対して消費税が課される。

2）賃貸アパートの経営による不動産所得の⾦額の計算上損失が⽣じ、他の各種所得の⾦額と損益

通算を⾏う場合、その損失の⾦額のうち、甲⼟地を取得するために要した負債の利⼦の額に相

当する部分の⾦額は、損益通算の対象とならない。

3）Aさんが建築する賃貸アパートが不動産取得税の課税標準の特例の要件を満たす場合、賃貸ア

パートの独⽴的に区画された１室ごとの価格（固定資産税評価額）から所定の⾦額を控除した

額を不動産取得税の課税標準とすることができる。

《問12》 Aさんが甲⼟地に耐⽕建築物である賃貸アパートを建築する場合の最⼤延べ⾯積は、次
のうちどれか。

1）320㎡×60％＝192㎡

2）320㎡×200％＝640㎡

3）320㎡×240％＝768㎡
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【第５問】 次の設例に基づいて、下記の各問（《問13》〜《問15》）に答えなさい。
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 Aさん（75歳）は、先⽇友⼈が急逝したことを機に、⾃⾝の相続について考えるようになっ

た。Aさんには妻Bさん（72歳）との間に⻑⼥Cさん、⻑男Dさん（48歳）および⼆⼥Eさん

（42歳）の３⼈の⼦がいるが、⻑⼥Cさんは2018年に死亡し、⻑男Dさんおよび⼆⼥Eさんは

それぞれ独⽴している。Aさんは、⾃⾝の相続が開始した際には家族に財産を円満に承継しても

らいたいと考えており、遺⾔書の作成を検討している。また、Aさんは、所有している甲賃貸ア

パートおよび加⼊している下記の⽣命保険契約について、相続時の取扱いを知りたいと考えて

いる。

 Aさんの親族関係図および主な財産の状況等は、以下のとおりである。

〈Aさんの親族関係図〉

〈Aさんの主な財産の状況（相続税評価額）〉

2,500万円

4,000万円

9,000万円

1,100万円

8,000万円

1,500万円

〈Aさんが加⼊している⽣命保険契約に関する資料〉

終⾝保険

Aさん

妻Bさん

3,000万円

《設 例》

・預貯⾦ ：

・有価証券 ：

・⾃宅の敷地 ：

・⾃宅の家屋 ：

・甲賃貸アパートの敷地：

・甲賃貸アパートの家屋：

・保険の種類 ：

・契約者(=保険料負担者)・被保険者：

・死亡保険⾦受取⼈ ：

・死亡保険⾦額 ：

上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。※



《問13》 ⺠法上の遺⾔に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1）⾃筆証書遺⾔は、遺⾔者が、その遺⾔の全⽂、⽇付および⽒名を⾃書し、これに押印して作成

するものであり、財産⽬録以外をパソコンで作成した場合、その遺⾔書は無効となる。

2）公正証書遺⾔は、遺⾔者が、公証役場において遺⾔の趣旨を公証⼈に⼝授し、公証⼈がそれを

筆記して作成する遺⾔であり、作成にあたっては証⼈の⽴会いは不要である。

3）公正証書遺⾔は、相続開始後に家庭裁判所における検認は不要であるが、⾃筆証書遺⾔は、相

続開始後に家庭裁判所における検認が必要である。

《問14》 Aさんの相続が現時点（2024年５⽉22⽇）で開始した場合の相続税に関する以下の⽂章
の空欄①〜③に⼊る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

i. Aさんの相続における遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円＋（ ① ）×法定相続⼈の

数」の算式により算出される。

ii. 妻BさんがAさんの相続により財産を取得した場合、妻Bさんが設例の⽣命保険から受け取

る死亡保険⾦のうち、「（ ② ）×法定相続⼈の数」の算式により算出された⾦額が、相

続税の⾮課税財産となる。

iii. Aさんが所有している甲賃貸アパートの敷地は、Aさんの相続税の課税価格の計算において

貸家建付地として評価され、その相続税評価額は「⾃⽤地としての評価額－⾃⽤地としての

評価額×（ ③ ）」の算式により算出される。

1）① 600万円  ② 300万円  ③ 借地権割合×賃貸割合

2）① 1,000万円  ② 500万円  ③ 借地権割合×賃貸割合

3）① 600万円  ② 500万円  ③ 借地権割合×借家権割合×賃貸割合

3級実技（個⼈資産相談業務 2016.5）－11－



《問15》 仮に、Aさんの相続が現時点（2024年５⽉22⽇）で開始し、Aさんの相続における課税
遺産総額（「課税価格の合計額－遺産に係る基礎控除額」）が１億5,000万円であった場合の相続
税の総額は、次のうちどれか。

1）2,525万円

2）2,650万円

3）4,300万円

〈© FP3級ドットコム 無断転載を禁じます〉 －12－
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